
第３号様式（第15条、第17条、第18条関係）

事業者排出量削減計画書
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第１年度

（23）年度

第２年度

（24）年度

第３年度

（25）年度

0.0トン 0.0トン 0.0トン

0.0トン 0.0トン 0.0トン付ｐｑ産、）列くわｒＤ

0.0トン 0.0トン

0.0トン 0.0トン 0.0トン

該当する□には，レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は，レ印の記入は不要です。

「細分類番号」とは，統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類番号をいいます。
「基準年度」とは，計画期間の前年度又は計画期間の前の三年度の事業活動に伴う排出の趣又は原単位の数値の平均をいいます。
「増減率」とは，基準年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。
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平成23年９月２７日
住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地）

東京都稲城市大丸2271番地
,ｐＨ, 

……淑 蝋

ｂ９ 

識

11……---_いい….---::i;.．…ｻﾞ
１ＩＨＩⅡ“ 

’1Ｉ１ｉｗｒ－ＩＩＩＩｋ ｌＭＭ::::＝::￣::Ⅲ…１Ｍ判:脚堕i;ルー'iii;;2．劇ﾄﾞ１１１…
．.…＿，11iｻﾞｌＩｉＭ 

氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）
サントリー食品工業株式会社
代表取締役社長;｣野口〕,几修
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事業者の区分

範Z】2条第１項第１号

京都府地球温暖化対策条例施行規則；(.2条第１項第２号又は第３号

;1.2条第１項第４号

計画期間 平成23年４月から平成26年３月までいＩ

基本方針以下の4項目を環境マネSノメントシステム（以下EMS)の推進により実行Ⅱい:①省資源F19l省エネルギーi■②廃棄物の
減量化｡再資源化/人③地球温暖化物質△地球汚染物質の排出抑制筐④グリーン購入の推進二二ＴＪｌｊ－Ｄ１Ｊ

計画を推進するた
めの体制

環境委員会の設置と年間；計画j，
でいる6?'1三i零１１１１三DrTLl=』■二?了:1丁’

基本方針の策定６毎月の予実報告実施6EMSにより({11地球温暖化対策に取り組ん
!■｡ 

温室効果ガスの排
出の実績及び削減
の目標

温室効果ガスの排出の量

事業活動に伴
－ 

つ 排出の量

|評価の対象となる排出の量

目標の根拠

基準年度．
(20～22)７年度

第１年度

(23)ili年度
第２年度

?(24J年度
第３年度
(25)]年度

増減率

17,518.1トン 17,3鰹.８．トン 17,169.6トン 16,999.2トン -2.0パーセント

17,526.9：トン 17,344.8Ｆトン 17,169.61トン 16j999.2Ⅱトン -2.0パーセント

省ｴﾈﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動により、股備の運用改善でｴﾈﾙ9卜?－i吏用の合理化を実施し、平成19年度から平成
22年度にかけて9.5％削減の効果を得た6同様のﾌﾟ丁ロヅヅト活i肋を継錘し３年間1％削減の目標を目
指すﾛ,い,ｈミロ:j＝ヘハ～ニエ三ｗｈＴ｡＞’１１１ｍごニュー■

原単位当たりの温
室効果ガス排出量
等

事業の用に供す
る建築物の用途 原単位の指標

〈轍工場 iIl 

事業活動Ｉこ伴う排

(生産中味』

当の量

匙） ↓１ 

事業活動に‘

（ 

岸う排出の量

） 

原単位の指標及び目標の根拠

基準年度

(22）年度
第１年度

(23)1了年度
第２年度

(24）年度
第３年度
(25）年度

増減率

79.20 78.40 
ｉＩｉｉ 

77660 
｜i;蕊 76,80 －２．０２パーセント

パーセント

省ｴﾈﾌ，ﾛｼﾞｪｸﾄ活動により6:原単位（CO2ili水）年間1％ずつの削減を目標にｊ全工程にわたって案
件を抽出し改善活動を進めていく。けどﾖｻﾚﾙﾉＷｎトノバヘ「{三＝:エニニゴⅡ

重点的に実施する取組の実施計画

基準年度

(22）年度

105.0 
パー

セント

第１年度

(23〉年度

110.0 
パー

－セント

第２年度

(24)|年度

110.0 
'《－

セント

第３年度

(25）年度

１１００ノセヮ下

備考

具体的な取
措置の内容

組及び

Ｉ１ｉｌ(:i刑【ず二i(２３） 年｡八度

(２４）〃年ブ度

(;'１２５） 年γ''１度Ｉ

プレート'式熱交換器の改善6F;<大型モP一夕_のインバーター化｡

パストライザーの季節運転自動化。
,,ｌＩ 

設備の総合効率の向上６
ＩＩＩＩＩｒｒＰＰＩ６１ＩＩｃ 

…:;ＩＭＬ 

通勤における自己
の自動車等を使用
することを控えさ
せるために実施し
ようとする措置

措置の内容

上記の措置を採用する理由

ｼﾌﾄ勤務者と通勤距離が5ｋｍ以上の従業員のみﾏｲｶｰ通勤を許可。その他
の勤務者は公共機関の利用'６

ｉｉｗ 

以前より､『'この措置を実施し:､11'全ての従業員の協力が得られたため。

森林の保全及び整
備，再生可能エネ
ルギーの利用その
他の地球温暖化対
策により削減する
量

区分

森林の保全及び整備によるもの

府内産の木材の利用によるもの

再生可能エネルギーを利用した電力又
は熱の供給によるもの

グリーン電力証書等の購入によるもの

温室効果ガス排出量の削減効果分又は温
室効果ガスの吸収効果分の購入によるも
の

合計

第１年度

(23】年度

0.0トン

0.0トン

0.0トン

''111記?''1曲０．０トン

0.0 ﾄン

0.0トン

第２年度

iiIlllllIil（24)１年度Ⅱ'に

0.0トン

？：…２１Ｆ０．０トン

÷I刀二コ０．０トン

け。110.011トン
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0.0トン

0.0トン

第３年度

(25)二１年度

とシ±丁０．０トン

0.0トン

0.0ｒトン

.,ｉＩｌｌ 

｝〔豆0.0 ﾄン

I⑭TTO 

0.01'トン

0.0トン

備考

地球温暖化対策に
資する社会貢献活
動

工場u周辺の美化運動実施dirﾗｲﾄﾀｬｳﾝ活動の参加J環境方針I(ISO14001)｢活動椎if島lｸ'・ﾘ畠~ﾝ購入の推進６
】:r開エエーJ:昨｢．ｍL=,ｒｌ加i:L二手~＝iTハＴＩＴ：Ⅳ〃};L刀「ﾆｰｺj□((几fiJ＝ｍｕ下;丁■ニココー■ノーＰ

特記事項
毎年ざL工場方針としてCO2原単位;(温室効果力，ｽ排出堂/生産中味働]:の目繍を股定Ljl、i各部での詳細な目標値も設定しざ環
境委員会と省ｴﾈﾌﾟﾛﾂﾞｴｸﾄの両軸で改善活動を進め蒸気T･電気の削減を実施する。また、ルトリヲ゛ﾙｰﾌﾟ内での情報の共有化を
はかり新規の活動も採用して進めていく。 ﾆﾆｰｩ 


